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台
風
第
21
号
災
害
　
義
援
金

和
歌
山
県
で
は
、
平
成
29
年
台
風
第
21

号
に
よ
る
被
災
者
を
支
援
す
る
た
め
、
義

援
金
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

集
ま
っ
た
義
援
金
は
日
本
赤
十
字
社
・

和
歌
山
県
共
同
募
金
会
の
募
集
に
よ
る
義

援
金
と
集
約
し
た
上
で
、
配
分
額
を
決
定

し
、
市
町
を
通
じ
て
被
災
者
に
配
分
さ
れ

ま
す
。
皆
さ
ま
の
温
か
な
ご
支
援
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
吉
備
庁
舎
総
務
課

有
田
地
方
休
日
急
患
診
療
所

年
末
年
始
の
診
療

●
診
療
日
／
12
月
30
日（
土
）

　

～
平
成
30
年
1
月
3
日（
水
）

●
診
療
時
間
／
10
時
～
16
時

●
診
療
科
目
／
内
科
・
小
児
科

問
有
田
地
方
休
日
急
患
診
療
所

　

☎
５
２
‐
4
8
8
2

事
業
主
の
皆
さ
ま

労
働
保
険
に
入
っ
て
い
ま
す
か
？

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
労
働
保
険
と

は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
（
労
災
保
険
）

と
雇
用
保
険
と
の
総
称
で
す
。
保
険
給
付

は
各
保
険
制
度
で
別
に
行
わ
れ
ま
す
が
、

保
険
料
の
徴
収
な
ど
に
つ
い
て
は
、
原
則
的

に
一
体
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

●
労
災
保
険
と
は
／
労
働
者
が
業
務
上
の
事
由

ま
た
は
通
勤
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
り
、
病
気

に
見
舞
わ
れ
た
り
、
死
亡
し
た
り
し
た
場
合

に
、
被
災
労
働
者
や
遺
族
の
生
活
を
保
護
す

る
た
め
必
要
な
保
険
給
付
を
行
う
も
の
で
す
。

●
雇
用
保
険
と
は
／
労
働
者
が
失
業
し
た

場
合
お
よ
び
労
働
者
に
つ
い
て
雇
用
の
継

続
が
困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合

に
、
労
働
者
の
生
活
お
よ
び
雇
用
の
安
定

を
図
る
と
共
に
、
再
就
職
を
促
進
す
る
た

め
必
要
な
給
付
を
行
う
も
の
で
す
。

問
和
歌
山
労
働
局

　

☎
0
7
3
‐
4
8
8
‐
1
1
0
2

川
口
区
で
獅
子
頭
や
太
鼓
な
ど
の

祭
具
を
購
入
し
ま
し
た

こ
の
購
入
事
業
は
、（
一
財
）
自
治
総

合
セ
ン
タ
ー
の
宝
く
じ
の
助
成
金
で
実
施

し
た
も
の
で
す
。

（
一
財
）
自
治

総
合
セ
ン
タ
ー

で
は
、
宝
く
じ

の
普
及
広
報
を

目
的
と
し
て
、

文
化
振
興
事
業

や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
へ
の

助
成
事
業
な
ど
、

各
種
の
事
業
を
実
施
応
援
し
て
い
ま
す
。

問
吉
備
庁
舎
企
画
財
政
課

広告

お知らせお知らせ 問…問い合わせ　■申…申し込み

●義援金名称／和歌山県平成 29 年台風第 21 号災害義援金
●受付期間／平成 30 年 1 月 31 日（水）まで
●義援金受け入れ口座

金融機関 口座番号 振込先

紀陽銀行県庁支店 （普）410152

和歌山県
平成 29 年

台風第 21 号
災害義援金

ゆうちょ銀行 00920-1-276103

きのくに信用金庫本店 （普）2652614

和歌山県信用農業協同組合
連合会本所 （普）6418

●近隣の現金受付窓口／有田振興局総務県民課
※有田川町役場では義援金の受け付けを行っていません。


